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ま え が き

｢小暦1145年(1783),卯年第5年,勅命をもって全国の公民,私民および地方隷民 (を登録する

ため)の入墨隊を組織し,(登録簿に編入された)人民を徴用して,煉瓦を焼かせ, またその一部

を旧京 (アユタヤ)に派遣して,旧城壁の廃嬢から古煉瓦を回収させ,これを運んで王都 (バンコ

ク)の建設,王宮,副王宮の造営を行なった｡｣(ラタナコーシン王朝 1世王年代記)1)

タイにおける揺役労働制度成立の時期を確定 しうる史料 は,まだ現われていない｡｢アユタヤ

年代記｣,小暦 880年 (1518),寅年の条に,｢ラ-マーテ ィボディ王のとき,--はじめて登録簿の

編造を開始す｡｣ という記事が見えるが2),これが,アユタヤ朝における,兵役および径役のた

めの壮丁徽労を 目的とする登録制度の成立を示唆する,ほとんど唯一の文献である｡ダムロン

親王は,その著 ｢兵制史｣のなかで,揺役制度運営の母体 ともい うべ き ｢登録司｣ (後述)の

設 置の時期を, ラーマーテ ィボディ2世の治下 とす る見解を表明 しているが3),親王の 典拠 と

した 史料 も, ｢アユ タヤ年代記｣のこの一節にはかならない｡

筏役制度の機構そのものについての議論はさてお くとして も,｢アユタヤ年代記｣のなかには,
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2) 年代は LuangPrasoet本による｡御親筆本,および phraChakaphadiphong本では午年860年,
Phanchantbanumat本では,午年816年となっている｡
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3) nF川 拙 =鉦 ㌻1m甲の7m m07u7umFとnOmnm㌻(J禦 川 - つ即- nR bm) ∩ミ- 旭 丘

♂♂pp.26-27.
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たとえば1498年に実施されたサムロン運河 とタブナング運河の修復工事,1522年のバ ンコク ･

ヤイ運河.,1538年のバ ング ･クルアイ運河,1636年のムアング ･ノンブリ運河の開さ くなど,

数多 くの土木工事の記事が見えている｡そのなかには,1704年のコーク ･カーム運河の建設C/)

場合のように, 3万余人の農民が動員されたことを明記 した記述 もあって,倖役制度がかなり

広 く行なわれたことを示 している｡4)

今日,｢アユタヤ 年代記｣ として伝わっている書物には,少な くとも7本を数える ことがで

きるが5),その記述は,いずれ もきわめて簡略な事件の羅列にとどまっており,揺役制度の全貌

を,細部にわたって うかがうことを許 さない｡

これまで,ごく一部の研究者が利用 したほかは,ほとん ど注 目されることのなかった文献の

ひとつに ｢三印法典｣(KotmaiTraSam Duang)がある｡ ｢三印法典｣ とは, ラタナコ-シ

ン王朗の始祖,プラプ ッタ ･ヨー トファ王が,仏教教団再建に引き続いて行なった法典編纂事

業の結果完成 された法典の集大成であって,当時伝承されていたアユタヤ法典を考訂 したもの

と,新王によって 制定 された 法律,布告が その中心的内容をなす01805年 完成を見た 3組の

｢正本｣(各組123情)に,権威のしるLとして,三個の印章が押捺されていたことか ら,一般

に ｢三印法典｣ と呼ばれている｡ ｢三印法典｣は,その原本が失われたまま久 しく放吊されて

いたが,今世紀の初め,その一部が発見 されて世の注 目を浴びるや,急速に関心が高まり今 日

までに ｢奴隷法｣ほか 1点をのぞきすべて正本が発見 されている｡未発見の分については,の

ちに ｢正本｣と同一の内容をもつ ｢副本｣の発見が行なわれたので,これによって正本の欠が,

ほぼ完全に 補われることとなった｡われわれは今 日, RobertLingatの手に成 る 厳密な校定

本によって,｢三印法典｣を自由に利用することができる｡

｢三印法典｣は,体系的に編別組織された成文法規集であるよりは,む しろ,雑多な事項に

かんする判例の集成 と,種 々の機会に発出された各種の布告,命令の集成に,ひと通 りの順序

を与え,これを一本にまとめたものである｡その内容は,きわめて多岐にわたり,行政,経済,

社会の各領域にわたる資料の宝庫であるといえよう｡

｢三印法典｣を縦横に駆使 した研究としては,1930年代にあらわれた二つの業績,すなわち

R.Lingatの L'esclavage privedamslevieux droitsiamois(1931)と, QuaritchWales

の AncientSiamesegovernmentandadministration(1934)を挙げることができる｡その後,

今 日まで, ｢三印法典｣はほとん ど顧みられなかったが,ようや く最近に至って,ふたたび史

家の注 目を集めている｡(補注 1参照)

4) 友杉孝 ｢タイ土地制度史ノー トータイ農村社会史の試み｣涯川 ･斉藤編 Fアジアの土地制度と農村社
会構造Ⅲ』アジア経済研究所,1967,p.75(注25).

5) 拙稿 ｢タイ語文献について (2)Phraracha-phongsawadanKrungKao｣『東南アジア研究』第2

巻第 1号,1964,pp.13-24.
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本稿は,タイの揺役制度の骨子を,｢三印法典｣のテクス トに則 して再構 し,これをもって,

今後の考究の手がかりを得ようとする試みである｡

｢三印法典｣を利用する際の難点のひとつは,各法令に示された日付の取扱いである｡ ｢法

典｣の編纂者が,底本としたテクス トにある程度の修正を加えたであろうことは,｢序文｣の記

述からもこれをうかがうことが出来る｡ しかしながら日付については,手を触れなかったもの

のようである｡この結果として, トンブリないしバ ンコク遷都後のアユタヤの呼称であること

が明瞭である KrungKao(旧京)が,アユタヤ時代の 年代をもつ法律に 含まれているという

ような歳入が各所に散見されるのである｡ Walesは,｢三印法典｣に含まれた年代について,

ボロマ トライローカナー ト王 (1448-88)以前のものはすべて退けるという態度をとっている

が6),筆者は,Lingatにしたがって,｢法典｣の内容が,｢法典｣成立当時,すなわち1805年の状

況を反映するものであるとして論を進めたい｡7)

｢三印法典｣は,豊富な内容をもつ史料であるが,そこには難解な表現,通常の辞書にない

語,および語の用法が随所にあらわれ,その正確な解読には,語学力のみならず,タイの伝統

的諸制度についての高度な知識を必要とする｡浅学の筆者にその資格のないことは十分心得て

いるつもりであるが,あえて本 ｢法典｣ととり組んだのは,筆者の解釈について先学の教えを

乞 うとともに,今後一人でも多 くの学徒が ｢三印法典｣の研究に関心を持ち,実 り多い議論が

展開されることを念願するからにはかならない｡引用 した ｢法典｣の原文を逐一掲げた理由も

ここにある｡なおテクス トはすべて Lingat校定本を利用 し,綴字もそれにならった｡8)

Ⅰ 篠 役 義 務 者 :chakan

前近代の タイ社会には, 王族 (chaona主)と大小の官僚群 (khunnang)によって構成され

る上級身分層と,人口の大半を 占める農民の属する下級身分層 (phrai)の 2大身分層が あっ

た.前者は phudiすなわち｢良人｣と呼ばれ,格役義務を負わなかった｡国家の必要とする力

役負担は,もっぱら khonleoつまり ｢卑人｣と呼ばれるところの phraiによって担われたので

ある｡

phraiのうち,直接揺役に従事 したのは成年男子である｡揺役義務者 としての 壮丁を chai

chakan m … nm /ぁるいはこれをつづめて ch･akan と呼ぶo r法典｣には sakan附けTの

形であらわれることが多い｡chakan は,現在でも,兵役義務者の意味に用いられている｡

少年は何才に達 した時, chakan となったのであろうか｡この点について ｢法典｣はまった

38

6) H.G.Quaritch Wales,AncientSiamesegovernmentandadministration.London,1934

(2nd.ed.New York,1965)p.172.
7) R.Lingat,L'esclavagePrivddansZevieuxdroitsiamois,1931,p.16.

8)｢三印法典｣の諸刊本については,拙稿 ｢タイの奴隷制に関する覚え書｣『東南アジア研究』第5巻第3
号,1967,pp.178-179参照｡
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く沈黙 している｡現在有力なのは18才をもって Chakanとす る説である｡ これはダムロン親王

によって 唱え られた もので9),タイ国の学者はもとより,欧米の学者にも広 く受け入れ られて

ひとつの定説 となっている｡10)

しか し筆者は,｢年次別法令集成 (Prachum KotmaiPracham Sok),(以下 P.K.P.S.と暗称

す る.)｣を検索中に,いままでほとんど注 目されなかった,短いが しか し重要な-布告を発見 し

て以来,この定説に疑いを抱きは じめている｡ この布告は ｢chakanの年齢,および老齢のため

chakan の身分を解かれる年齢を定める布告 (晶 南 関- =U,当用読 udu匂∩汀五 品 の- 1
蕗u㌻∩諒unFm ののGi)｣と呼ばれるもので, ラタナコ-シン暦 118年 (1899)12月 4日に 公 布

されている｡11)この布告はその第 1条において, ｢自今｣18才に達 したものを chakan として

登録す ることができると定め,第 2条において 同じく ｢自今｣60才に達 した者を chakanの身

分か ら解き,官務-の服役を免除すると規定 している (第 2条の事項については後にふれる)｡

この布告によって,われわれは,chakan の年齢が18才以上 と定められたのが, 1899年末に

すぎないことを知るのであるが, しからば,それ以前の状況はいかようであったのであろうか｡

これについては,同布告の前文の記述が重要な手がかりを与えているので,該当の部分を訳出

しておきたい ｡

｢登録簿に記載され,官務に服する義務を負 う者について (の判定)は,これまで (傍点筆

者)各人の体躯を基準として行なわれていたOすなわち,背丈 2ソ-ク･1クープ (約 1.25m)

に達 した男子12'を,chakan として登録 し,これを官務に服せ しめていた｡ しか しなが ら,体

躯を基準 としての判定には,大柄な者が,14- 5才で規定の高 さに達する一方,小柄のため,

19,20,21才を過 ぎて も,なお規定に達せぬ者が生ずる, という不都合があったo｣13' (uFIFlu
Y

可者 l, i,
w露 品 um 7岬 uTim m 1品 諭 m諭 u轟 山 肌 007- は7約37的 別当剛 LJu競茄

/ 句e,y.J ー

即 日禦 由 何か品 品 LJuOn汀- つnu7ty- yuF7甘口端 品 - L87約 37uLJuaumy,LWruugu7寸の

-ニ ;-:-:-E:一二:･一 言 - :-f∵∵二 二:-:_:---:,I:-二一㌧;･二･::-::-:三 一一三∴-如 一一二ゞ

, q Jya_, ー q i, q･I , i

品7J融n品椚 田ゐ Fl露肌Jun,J附 則Ra4抑 縞 u3nn)

以上の引用は,この布告が発せ られた 1899年以前には,chakan の認定が,年齢によってで

はな く,本人の背丈を基準として行なわれたものであることを明瞭に示 している｡問題は ｢こ
●●

れまで｣ という言葉を,｢い つか ら｣ と解すべきかという点 と, つぎに,たとえば アユタヤ期

9) nrM 扇 1TW7- ,･m別品 yoJen7品 - 前脚 附 y7NLL鈷 7tunミQL- 2471p･28･
10) H.G.Quaritch Wales,p.53.
ll) P.K.P.S.Vol.17,pp.1171118.
12)タイ古来の重量物運搬法が,天秤棒によるものであることから推測するに,ここに言う ｢高さ suung｣

とは,肩高を指すものと考えられる｡
13) P.K.P.S.Vol.17,p.117.
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において,chakanの判定を年齢に基づいて行なっていたものが,後に背丈による判定に変化

した,という可能性の有無の吟味がのこる訳である｡ しかし,いまもしかりに,このような変

化がかつて生 じていたとするならば,法律であれ布告であれ,その判定の由来について克明な

解説を行なうのを常とする｡ この種の前文が,かかる重大な変化を無視する可能性は比較的少

ないと見ることが出来る｡さらにダムロン親王が,chakanを18才以上とする根拠をどこにも

明示 してはいないこと,および筆者の検索 したかぎりでは,｢年代記｣にも ｢法典｣にも,それ

を示唆する記述が見当たらぬことなどから推論するに,ダムロン親王の見解は,1899年以降の

慣行の,不用意な類推に起因する誤解ではないかと考えられる｡

chakanの身分から解放されるのは(1)｢老齢｣によるもの (plotcharaと呼ばれる),(2)3

人の息子が chakan として登録 された時 (butsaksam u耶 前 573J), (3)不具者 もしくは狂
1

人と認定されたとき (phikanwikoncharityvqn7T?qn網Sqの), (4) khunmBn に出世 して,

chakanの監督者となったとき,の四つの場合であるが,このほかに一時的な解放として,(5)

出家 して僧籍に入ったとき (buatpllikkhubuatmen)があげられる｡

この内 plotcbaraすなわち老齢による篠役義務からの解放についてみると, ｢法典｣は何

才をもって Charaと認定するかについては全 く触れていない｡ これまでの定説は, やはりダ

ムロン親王の見解であって,これによると chakanは60才をもって停年退役となる｡14)

しかし筆者はこれについても,さきの Chakanの場合と同一の史料に基づき同様の疑いを抱

く者である｡すなわち上に引用 した ｢布告｣の前文には, ｢さらに老齢の故をもって官務を免

除される年齢についてみると,これまでは chakanが70才に達 してからであったが,陛下は,こ

れが人民にとって大きな苦痛であろうと思 し召した｣15)とあり,さらに第 2条において｢自今,

60才に達 した者は chakanの身分をとき, 老齢者として 官務への服役を 免除する｣と定めて

いる｡したがって 筆者は plotchara60才説が,chakan18才説と同様に,後世の慣行の誤った

類推によるものではなかろうかと考える次第である｡ 5世王即位の当時 charaが70才以上で

あったことは,小暦1236年 (1874)陰暦11月に公布された ｢奴隷の子の年齢別身価にかんする

布告 (巌 nl飢∩晶oJ87当雪nm y品 u)J の中に,｢･ --70才にな-て ,老年の故に登録簿からtJ

除籍されるまでには,まだまだ長い歳月を経なければならない｣という一節があることからも,

これを確認することができる｡16)

chakanの動員および管理の機構については後述するが,最末端にあって,直接 chakanの

指揮監督にあたった下級役人は khunmdn と呼ばれたochakanのうち能力のある者は khun一

m血n となることが 出来た.khunm凸nからさらに上級の役人に出世することも可能であった

O t..′
14) nT3JyVT甜7戸)71m 令nyOJud- P.29.

15) P.K.P.S.Vol.17,p.117.
16) P.K.P.S.Vol.8,p.218.
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ことは, ｢反逆法 (附影7かむ｡朋 7耶押 … )｣10のつぎの一節か らうかが うことができよう｡

｢phraiである者が,m血n,phan,cha,samienなどになった場合には, たとえ誤 りを犯 し

て も1度 目, 2度 目は許せ｡khunmbn,phan,cha,samienがさらに昇格 して khunnang と

なった場合には,官務の遂行において もし誤 りがあったならば これを許すな｡ もし phraiが

幸運に恵まれ一挙に khunnang の位を得たな らば,官務の遂行において;-呉りを犯 したとして

も,ひとまず これを許せO｣17) (晶J品;,nLJu巌 流 品 脚晶rLL品 晶7品1円血m/7品品品

__∴∴ 言::I-_-: 一･:I---∴ ‥こ‥-:∴:==:_一一一:- -I.L: - 一 :-ここ_∴ ‥:_-∴
つ

吊 7Y/'1,Jm iLJL川 tJLL.71"y'17'L:l'J- JtL'-!･F.:･l,;:,:)･Tl･in77,7r7"晶 H,･I'･･.･･･.1713･;,･J,J)?

chakan は,比丘または沙弥 として得度を受け,僧籍に入れば,その期間中は 筏役義務か ら

解放 されることができた｡ しか し還俗 した場合には,ふたたび chakan として官務に服 した｡

この場合,俗界-の再適応のため, 1カ年の猶予期間が もうけられていたことは興味深い｡｢旧

勅令｣48にはつぎの一節が見えている｡

｢もレ --還俗 した比丘,還俗 した沙弥が,登録す るにふ さわ しい時には,満 1カ年の猶予

を与えて生計の糧を得 さしめ, しかる後,chakan として登録 して官務に服させよ｡｣18)

(ou7"-qnV,前Lu諭 - ,∩議晶 鮎 帯 締前nq別品 m Jnuq'-㌫協 品 J- 蒜 7

町∩7㌢)

これは,格役労働に従事 している期間中の食糧が,すべて 自前で調達 しなければな らず,冒

給でなかったという事実によるものであろう｡

Tl phraiの 管 理 組 織

phraiの動態を掌握 し,国家の必要に応 じて,chakanの労働力を随時動員するための組織

として krom と,その下部単位の muが編成 され, すべての phraiはい ずれかの mu に帰

属せ しめられた｡19) muの成員 としての phraiを lukmu と呼ぶ｡｢組子｣の意である｡krom

の管理を行なうため,それぞれの krom に,通常 1名の,Chaokrom,その補佐役 として 1名

の palatkrom,krom に所属す る phrai,より正確 には chakanの名簿を管理するため 1名の

samuhabanchiという合計 3名の役人が任命 された｡

17) K.T.S.D.Vol.2,p.377.以下 Lingat校定本三印法典を K.T.S.D.(-KotnlaiTraSam
Duang)と略す｡

18) K.T.S.D.Vol.3,p.267.

19) mu と自然村との関係は,｢法典｣の記述だけからではかならずLも断定できないが,筆者の披見し

た,19世紀後半の登録簿の内容を見ると, ひとつの muに所属する lukmuの住所が,ひとつの自
然村に限定されておらず,互いにかなり遠く離れた地域の居住者であることから推定するに,muと自
然村とは必ずしも一致せず,ひとつの自然村の住民が,複数の muの lukmuであることがあった
のではないかと考えられる｡

- 41- 41



東 南 ア ジ ア研 究 第6巻 第 1号

krom の規模は大小さまざまであるが,とくに大きい krom の場合には,ひとつの krom

が複数の小 krom に分かれ,それぞれの Chaokrom の上に krom の総統轄者として Chang

wang という職がおかれた｡

muの規模 もkrom と同様一様でな く,これはさらに kong,muatなどに細分 された020)kong

の長を naikong,muatの長を naimuatと呼ぶ｡ chao mu,na主kong,na主muat など直

接 phraiを指揮監督する役人を総称 して,mumnai,略して naiというO上述 した khunmdn

とは,この内で,配下の phraiと同一地区に居住 し,直接に lukmu の管理にあたる nai

kongおよび naimuatを指す｡ダムロン親王は,前掲の ｢兵制史｣のなかで, na主kong以

下の,いわゆる khunmanが,phraiと同一地区の居住者であると述べている｡21)これに対 し

chaomu以上の役職にある者は,おそらくバ ンコクなど lukmu とは離れた場所に居住 して

いたものと思われる｡ ｢旧勅令｣57に ｢もし,兵部の各 krom に所属する chaomu や sa-

muhabanchiが,第 1級,第 2級,第 3級,第 4級国に赴いて,そこに居住 している (自分の)

Iu坂muや maemuを徴発 しようとする時には,phrathammanunに定めた官印をば地方官

に示 レ ･--｣22)

(晶㌫専 望7四 m - 品un満 つ 可細か0品 87雪∩専 壇 批前肩痛 っ別品寸の,臥

亡J

m･‥ - 晶 品 品97品 Flか∂∩偏 ∩㌻封nlTm川前 軒

とあるのはこの点を示唆するものと見 られよう｡

krom と lukmu との関係を図示すれば,次貢の図 1のようになるであろう｡

phraiの mu-の帰属を強制する方策として,無所属の phraiから訴権を奪 うという措置

がとられた｡｢訴訟法｣(耶uuて∂ynl浦 y甜erl1品 )｣10はつぎのように定めているo

｢人民がいかなる問題について 訴えをおこそうとも, もしその者が munnaiに隷属 してい

ないならば,決 してその訴えを受理 してはならない｡｣23)

(TlyDT3n品 品 品 y融 8m轟 ?最 も競前晶uuuly 品 前 Tuul品 晶 前 耶LJu 晶 附の†

TL;i晶っ)

lukmu として muに所属 し,mumnaiの指揮を受けて揺役に従事する義務を負った cha-

20) mu,kong,muatの規模を定める規準はあきらかでない｡kongが muatの上部組織であるのか,
あるいは今日の地方行政単位における amphoe(那)と kingamphoe(支郡ないし準郡)の別のよ
うに,並列的関係にあるのかも不明である｡後掲の図1では,いちおう両者の関係を並列的なものとし
て取り扱った｡なお muatの規模については,1873年発行の Bradley版の辞書に,na主muatを ｢10
人以上20人までの小 kongの長｣と解説しているのがひとつの手がかりとなろう｡ (B.Bradley,
DictionaryofSiameselanguage.Bangkok,1873･p･3461･)

c o /
21) nT3J州Tq,t,u7卯Tm 卯u7umTLnOmmTPP.49-50.

22)K.T.S.D.Vol.3,p.300.

23) K.T.S.D.Vol.1,p.298.
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-1ukmu

-na主kongT-Inkmu

一一lukmu
-chaomu-

-1ukmu

-naikong- -1ukmu

,-1ukmu

-lukmu

chaokrPm- samuhabanchi~ ~nai kongT lukmu
palatkrom - 1ukmu

-chaomu一

一nai-サ 二 二≡::

-chaomu-

図 1 krom の 構 造

ーIukmu

~naimuat｢｣1ukmu

-1ukmu
-na主muat一

･一 lukmu

kan は,すべてその手首に入墨を施され,一見 してその身分が明らかとなる措置がとられた｡

この入墨を sakkhomd (手首の入墨)という.入墨を施され, chakanとしての登録を完了

した phraiは lek と呼ばれる｡

入墨の内容がどのようなものであったかは必ず しも明らかではないが,後述する ｢公民｣｢私
民｣の区別,居住地の略号,所属する munnaiの名などではなかったかと想像される｡この

推定の根拠として ｢旧勅令34｣および ｢新勅令｣18の該当個所をつぎに訳出しておきたい｡

｢国の名,mumnaiの名をすべての人民の手首に入墨 して, のこらず官の 格役に服するこ

とを得さしめよ｡｣24)｢旧勅令｣34

(･･･品 脇 u7"晶 比論 ,uu7y那備 品品晶 請巌 附∩∂品 品 閃1品 っ- Lmg
品 可読品 T7WnlTnL?閃uU7晶 )

｢今 日,lekたちに,あるいは公民として,あるいは私民として,あるいは奴隷として, あ

るいは捕虜奴隷としての入墨を施し---｣25)｢新勅令｣18

(m茄晶 1- 丁望uluは7L- 壷 ,'7品と抑晶 か品 紺 揃 品 7品 -鮒品 ･･)†

24) K.T.S.D.Vol.3,p.231.

25) K.T.S.D.Vol.3,p.369.
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写 真 1

これは筆者が1960年10月,チャイヤプーム市郊外で

見かけた入墨の例である.最上段の bdatGiは(2458)

は仏暦で登録年次を示 し (-西暦1915年),横線の下の

叩iJG は,陸軍第 5軍団 (mmFiJn G),u は uFl

可
T5'7町訂3n Nakhonratchasimaの略,dD也 (702)

は JT露7∩那 pr｡｡ham k｡ngすなわち, 身体検査

の上位合格者で,NakhoT】ratChasimaの連隊勤務を

命 じられた第 702番目の壮丁であることを示す｡本事

例は,すでに揺役労働制も廃止された後の1915年に行

なわれたものであり,目的も兵役であって,本稿の目

的とはややはずれるものであるが,入墨についていち

おうの概念を得るための参考資料として掲げておく｡

入墨を怠 った者は khom血khao(自手首) と呼ばれ罪に問われた｡ なお前節で触れた老齢

による衝役免除,および不具者 に対す る績役免除 も入墨によって示 されていた らしく,それぞ

れ sakchara,sakphikan とい う言葉がの こっていることを付言 しておこう｡

入墨の強制は,当然予想 されることなが ら,偽入墨の流行を うなが した｡揺役制度の存続を

おびやかす この種の危険な犯罪に対 し,政府は厳 しい態度でのぞんだようである｡ ｢旧勅令｣

34のつ ぎの一節はこの間の消息を語 っている｡

｢もし,おきてに逆 らい,(入墨用の)鉄具を 鍛えて偽の入墨を行ない, あるいは (入墨用

の)官の鉄具を盗んで入墨を行な う (者ある時は)-･-法に従い死罪に定められる｡｣26)

i
(請uy協 議炭肺an前J命か肌伽 品 肌か7湘 ∩脚 棚 つ甜前--･∩可細 流品㌻約 品晶前脚

y

73JLmyV3'C/QJか1ynlJ)

ダムロン親王は ｢2世王年代記｣ の中で,入墨の時期および入墨 され る場所 について,つぎ

のような興味ある証言を行な っている｡27)

｢ところで,古来の慣行によれば,入墨 によって lekを mu に分属 させ る方法は,前国王

の治下で行なわれた入墨が 腕の内側 (前 のF… u競 毒 せ品 )であった場合 には, 次 の 国 王 は

腕の外側 (胴 的 1m前晶 )に入墨 させて,さらにまたその次の国王の時にはもう一度内側 に戻

26) K.T.S.D.Vol.3,p.232.
と, q / ｡

27) L可7yVr甜7rl糾nT?胴 比aQ,QJnT3JyVF甜7戸17Tm 附 彰3'7甘γ川戸nつ戸77T･-p.387.
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るという方法がとられた｡わたしは,王城警護の公民であった老人で, 3世王, 4世王, 5世

王の 3回にわたって入墨を受けた者に出会ったことがあるが,その入墨を見 ると,上に述べた

ような次第であった｡｣

ここでダムロン親王は ｢古来の慣行｣ と称 して,｢椀 (LLqJu)｣の内 ･外の入墨に言及 してい
2_ノey

るが,sakkhomdの khomd6U∂3Jaは ｢手首｣の意であり,｢腕｣ とは明らかに 違 う｡｢手

首｣ というのが名のみで,実際には ｢腕｣であったのか,それともかって ｢手首｣であったも

のがのちに ｢腕｣にかわったのか,その点は明らかでない｡ただ し,タイ国立図書館所蔵の 5

世王時代の登録簿では, 一律に sakthongmdすなわち ｢腕-の入墨｣ という表現がとられ

ている｡

さて,入墨を受けた lekの記録を司る役人が前述 した samuhabanchiである｡banchiとは

｢帳簿｣の意味であるが,1ekの登録簿は kradatsans,uuF77謝辞7 と呼ばれる薄紙に,薄墨をも

って記帳したもので,その細長い形が凧の尾に似ているところから ｢凧の尾帳 (banchihang

wao)｣と名付けられ,またしば しば hangwaoと略称 されている｡バ ンコクの国立図書館に

は,19世記以降の hangwaoが未整理のまま多数保存されているが,その内,｢法典｣の完成

する22年前,小暦1144年 (1762)すなわち 1世王の 治世第 1年の hangwaoをえらびその実

物写真と翻字および訳文を次にかかげる｡
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(帖 .:) f
.I I qノ qJ i, i, i/ o
?u6.--Giplo7句紺nF7町6,6,Ctd句耶 7Pln W1yVL句1竹uLLnつか7yPlmmJ37つ

d 7 9

≡1
脚aJyu

Oq-ノ
命aJn7iW
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my の J

(試訳)

小暦1144年,寅年,第 4年陰暦後 8月,黒分第 4日,日曜 日,私 こと khunkaeoayot(?),･-

---書記,私民,奴隷にかんす る登録簿 (hangwao)を,姓名,住所を しるして, 2部をつ く

り,下記の とおり登録司に 御提出 申し上げます｡ NaiChin35才, 妻 AmdaengBunkoet,

Ratburi国の助役補所属,書記を志望｡ 1名｡

NaiSang25才,妻な し,Thonburi国在住,KhunThongsamut所属,書記を志望｡ 1名｡

小計 書記 2名

NaiMak31才,妻 AmdaengSen,Thonburi在住,Luang Ratchachin所属,私民を志望｡

1名｡

NaiLek30才,妻 Idon,PhraLau(?)所属,法廷にて支払不能の宣告を受け奴隷とされる｡

46

以上新規 書記 2名

私民 1

奴隷 1
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国立図書館所蔵の文献についてみるかぎりでは,地方か ら中央に送付された lekの登録簿は

この例に見 られるような薄い kradatsa 1枚にしるされた hangwao であって, 中 央では

krom 別 にこれを集計 し,その結果を samubanchiが黒色の横型折本 (samutthaidam)に白

色の墨で記帳 したものと思われる｡

登録簿に記載された 1ekは phumicha蒜 品 (直訳すれば ｢名前の記載された者｣)と呼
y

ばれる｡

登録簿にかん して 用いられている ｢法典｣の用語で, 内容の 不明の ものとして, thabien

hangwaoと hangwaotangthabienの区別をあげることができる｡

｢人民配分法 (ylJuu7∂un7Tu7uL上RIun)｣1によると28),muの帰属にかんする争いが生 じたと

き,一方の chaomuが thabienhangwao を持ち, 他の一方が hangwaotangthabien

を持つ場合には, thabienhangwaoを持つほうの Chaomuが勝訴 して, その krom に帰

属が決定される,と定められている｡すなわち,｢chaomuの問で,phraiの帰属について争

いがtf:.じたとき,一方が thabien(hangwao) を持つといい,他の一方が hangwaotang

thabien Lか持たぬというときは,登録司は thabien(hangwao) を持つほうの chaomu

を勝訴とせよ｡ hangwaotangthabien Lか持たぬ者に耳をかすな｡ phraiを, はじめに

thabienhangwaoを持つ Chomuに帰属せ しめよO｣ とある点である｡
L･e,I(･-1.l･ <'L,1 L IT,II

･t,･･Jr;LiII･,-I-･/I.7,,:IT･,l'/･,･7 3III〝.･l:I,,J･-･Elj･･;･車 IrL･II:･･77jr,ij,:･･･:JJ.:-･･::･;･..j･/:･･,4'･5･･:::il{iJJI:3日 ･hqLl ノ 廿

t-一- --二 一 : 一一･ .:- -:~ --;I-- ･ 一 ･一V y

l r L/ ∫ld cd I r レ

]･.･:I.I;i.h･,:.･'L･Jl:I:(.LIUl∴LJLI-IJつI),I;:.:L!17jJJJ
y V V

●●
｢hangwaotangthabienLか｣持たない,という表現から見 ると,hangwaotangtha-

bienは thabienhangwaoより価値の低いものであるとの推定が成 り立つが,上に例を示 し

た hangwaoが,このいずれを 指す ものであるかはいまのところ不明である｡ 先学の御教示

を得ることがでれば幸甚である｡

ratchakan(ratcha王 + kan奉)すなわち国家的な径役に服する義務を,一義的に負わされ

た chakanを phrailuang(国王の民 -公民)と呼ぶ｡ phrailuang とは ｢国王の民｣の意

である｡ したがって,これを直接管理する立場におかれた munnaiにとって, phrailuang

は ｢お上か らあずけられた｣(諭 u3Jかu?nLY?L') (｢人民配分法｣1)者である.29,mumnaiとし

の観点か らの命名であるといえよう｡

krom を単位 とした全国の lek編成体制と同時に必要となるのほ,国家の需要に応 じ,krom

28) K.T.S.D.Vol.1,p.274.

29) K.T.S.D.Vol.1,p.273.
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の労働力を随時動員できるようにするための中央統制機関である｡krom suratsawadi略して

krom satsadi(登録局)と呼ばれる役所がこの為に設けられた｡

krom satsadiは,まず,中央登録局としての機能をもつ｡各 krom の Samuhabanchiに

よって作成提出される lek登録簿 -hangwaO- はすべて krom satsadiに集められ,ここ

で整理保管された｡ 動員計画の立案実施 も, krom satsadiの資料に基づいて 行なわれた｡

krom satsadiは,また,chaomu同志が lek の帰属をめ ぐって争いを起 こしたとき,これ

を調停 し,最終的な帰属決定を行なうための法廷 (san戸n討)を有 して いた｡ krom satsadi

の法廷が,lekの帰属を 決定する際に典拠としたのが,｢法典｣に含まれている ｢人民配分法

(附彰了かun7Fm 肌的 un)｣であるo

krom satsadiの設置によって,全国の 1ekは,図2に示す機構を通じて,公民 phrailuang

として位置づけられることとなった｡

〟King"十jf_._ml t_sidjJ一十要 一二言uui Illeekk(',phhrraalflluuaanngg,'

-1ek(pbrailuang)

図 2 krom satsadiの位置づ け

しかしながら,この形態は,あくまでも国王の側から眺めた,ひとの理想型にすぎなかった｡た

しかにこのような人民の支配形態は,国王の支配権が圧倒的に強大であり,支配層内部において

対抗勢力の台頭を許さず,また中央が,地方の国々に対 し,つねに有効にその支配権を行使 しう

るような物理的強制力を有 している場合には可能であろう｡ しかし,アユタヤ,ラタナコーシン

両王朝を通 じてこれらの要件は,いずれも満たされなかった｡タイ国に真の中央集権制度成立の

条件が整備されたのは,ようや く19世紀の末葉から20世紀の初頭にかけてのことにすぎない｡

19世紀の末, 5世王チュラロンコンによって,行政制度の抜本的改革が成功裡に進められる

以前の状態をみると,国王の直接支配が及んだ地域は,首都アユタヤ, トンブリないしバ ンコ

クと,その周辺の,第 4級国と呼ばれる国王直轄領にかぎられ,それ以外では,首都を中心と

して,北方は Chakri,南方は Kalahom,アユタヤ 末期以降は,タイ湾の 北岸の 港湾地区は

phraKhlang と,それぞれ有力な重臣によって分割支配されていた｡ 1892年に発布された詔

勅の中で, 5世王がなげきの声を発 したように30),｢地方の国々を 統治する大臣たちの 勢力が

30) 耶誓 約か- ㌫品 車 刑3- 野no,露m L- J彰uF訂- 7言u7y謡7m7FJn即別 品 苗unミ

mmvc7yV.PT,ZgddDPP.14-15.
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伸張 してからと言 うものは, 地方在住の phraiについて satsadiがLlをさしはさむことを好

まず,krom satsadiに登録簿を提出するという慣行と,地方の 1ekを satsadiが統轄す ると

いうたて前が存続 していたものの,satsadiの権限はきわめて 微弱であった｡地方に支配権を

もつ大臣が,satsadiを無視す る態度に出て も, 国王o)役人が現地に赴いて これを督励す る実

力 もなかったので,事が起 こって も,大臣は自らの力で処理 して しまい,あえて satsadiをわ

ず らわそうとはしなかった｡か くして satsadiは何事によらず 命令椎を喪失 して しまった｣と

いう状況であった｡

krom satsadiの支配力が弱体化するにつれて,それぞれの krom に属する phraiが phrai

luangであることを止め,有力者の ｢私民｣ない し ｢奴隷｣ として, その庇護下に入 り, sat-

sadiを通 じて国家の賦課す る力役の義務から まぬがれ ようとする傾向が顕著に あらわれはじ

めた｡ このような ｢私民｣を lekson,Somkamlang,あるいは 単に sOm などと呼ぶ｡ ダム

ロン親王によれば, phraisom とは,18才になって 登録された壮丁が,20才に なって phrai

luang となるまでの問,それぞれの所属において訓練を受けている期間車の身分を指す もので

ある,という｡30' もし phraisom を phrailuang の準備親問とす る この見解が 正 しい もの

と仮定すれば, ｢私民｣発生の契機は,すでに krom の構造 自体に 内在 されていた ものとい

うことができよう｡

111 繕 役 の 実 態

LaLoubとreおよび Gervaiseは,17世紀未における揺役の義務/%閲について,年間 6カ月

であったという報!告･を行なっている032) 年間 6カ月の割振 りについては, ｢公民｣ と ｢私民｣

の闇に差異があった｡Gervaiseによれば,｢公民｣は 1カ月揺役に服 し,その翌月は休むとい

う隔月勤務制であったが,｢私民｣のほうは, 6カ月連続 して揺役にしたがったという｡

(GeneralementtouslesSujetsduRoysontobligezdeserviraleursdbpenspendant

sixmoisdel'ann6e,maisitsneserventpastousenm合metemps;ceuxquisontatta-

chezauservicedesaMajest60ntsuccessivementun mois de travail& un mois de

repos,maisceuxdesMandarinslesserventsixmoisdesuite,quoyqu'ilsnelesservent

pastousenmimetemps.Gervaise:p.147)程役期間中 ,国家は phraiに対 し食糧を与え

なかったので,食糧調達の責任は, もっぱら各日の妻の果たす役割となった｡

(Commelesfemmessontobligeesdenourrirleurs marispendantlessixmoisqu'ils

o 乙ノ
31) ny3Jm5'uc,戸nJJc7♂nyOJyQj･･-･pp.28129.

32) LaLoub占re,DuRoyaumedeSiam,Vol.1.Paris,1691,p.302.NicolasGervaise,Histoire

naturelleetPolitiqueduroyaumedeSiam.Paris,1688,p.147.
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travaillent,ellesnesontpointcommeeuxsujettesauservice,& elless'Occupentdams
′

lamaisondusoiれdelafamille,dontellessetrouventseuleschargeespendanttoutce

temps.ibid,p.149)

年間 6カ月に及ぶ力役は, 農民にとってかなりの負担であったと考えられる｡1782年,ク

ークシン王を退けて王位につき,バ ンコクに遷都 して,ラタナコ-シン王朝を開いたプラプッ

タヨ- トファ王は,これまでの隔月揺役を, 1カ月勤務,2カ月休息の年間延べ 4カ月-と義

務期間の短縮を行なったO中層1145年 (1783)陰暦 9月に発せられた-布告には,｢公 ･私両民

の月々の揺役を, 3交代で行なうようにした｣と記されている33'(｢新勅令｣4)0

(･･･7㌔晶 閃討つ捌 no7鉦 晶とJaq'uu晶 品 蒜u飢抑晶uno7m mTLJum N晶 かyrtliう)
V

また,2年後に出された 布告には,｢1カ月だけ格役に従えば,つぎの 2カ月は 生活の資を得
●●●●●●∩●■●●

るため,働 くことを許される,という3交代の制度がしかれ,これまでの御代と比べて負担が

壷威されf'=｣(｢旧勅令｣12)と, はっきり制度上の変更を示す文言が見えている.34,(猫右責 J

ニーニー:___二 二.ニー::_;::_.∴-__ :-_:一一-I_:=‥_∴ -:I:-∴ 二･一_i:_:-,-∴二 ニー:_=':---_--I-,I-==:i三_:.::

∂u言∩)これは,王位についたばかりの新王の人心懐柔策のひとつと考えてよいであろう｡1822

年にタイを訪れた英国人 JohnCrawfurdが,｢格役の期間の半年から1/3年に軽減するという,

重要かつ恩恵的措置がとられたのは,現国王 (3世王)の祖父王であったという｡これは,先

帝を試 して,王位を慕奪 した同王の,人気取 り政策であったとか.｣35)と書いているのは,この

推測を裏書きしている｡

篠役の義務期間は,その後さらに短縮されて,1810年, 2世王のとき, 1カ月勤務, 3カ月

休息,年間延べ 3カ月の筏役負担となった.この措置がとられた背景には,窮乏 した農民の逃

散による王権-の抵抗があったことを､われわれは2世王年代記の記述から知ることが出来る｡

この問題については,本稿の考察の範囲をこえるので今は立ち入 らない｡

筏役の内容としては,王城の警護,煉瓦の製造,各種の土木工事一寺院の建設,城壁の構築,

運河の開さく,修復工事などの各種の力役が主たるものであった｡

小乗仏教徒であるタイの諸王は,ヒンドゥ教,大乗仏教を信奉 したクメールの王たちほどに,

宗教的巨大建築物の建設に興味を示さなかったが,チャオプラヤー河中 ･下流域のデルタ地帯

に人々が集中し,住民は水辺に住居を営み,したがって舟がほとんど唯一の交通機関であった

タイにあっては,蛇行 した川の湾曲部を短絡するための klonglat(短絡運河),平行 して商流す

る両河川を接続するための連絡運河建設とその保守とは,歴代の王朝の重大関心事であったろ

33) K.T.S.D.Vol.3,p.319.
34) K.T.S.D.Vol.3,p.350.
35) JohnCrawfurd,JournalofanembassytothecourtsofSiamandCochinChina.(2nded･)

KualuLumpur,1967,p.375.
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う｡年代記にあらわれただけで も,1498年以後, 1世王の治世までに,少な くとも10件の,か

なり大規模な運河開さく工事が知 られている｡中には,1704年プラブックチャオ ･スア王のと

き企画され,1705年から着工 して, 3万の lekを動員 しなが らも工事がはかどらず, ついに

1709年,同王が崩御 し,続いて即位 したクン ･ルアン ･タイサ王によってようや く完成 した,

プラブ ックチャオ ･ルアング運河のような例 もある｡

こうした篠役が,貨幣納-と移行 した時期については,今のところ推定の域を出ない｡ダム
●●●●I■

ロン親王は, ｢アユタヤ中期にいたり,政府は,労働力より現金を必要とす るようになったの

で,揺役を欲 しない人民に,代人を傭い上げるため必要とする現金を ｢課役代 (KhaRatchakan
∫
F17F7甘mJ) として納入させ, 力役に代えた｣36) と述べている｡LaLoubとreも構役の貨幣納化

について報告 しているので37',17世紀末には,貨幣約がかな り一般化 していたものと考えられ

る｡今後の検討を必要 とする課題である｡(補注 2)

小暦1110年 (1748)の 日付をもつ ｢旧勅令｣48は,｢課役代｣の金額を明示 している点で重要

である｡

｢しか しなが ら,(物納を 命 じられている phraisuaiと異なり,揺役の 義務を負 う)揺役

民 phraithongmuにあっては,これまで通常は, 首都在住者の代人雇傭料が 1カ月 4バー

ツあるいは 3バーツ,行幸の供奉,象の捕獲,犯罪人の追捕を行なう者にあっては,月額 5バ

ーツ, 6バーツ, 7バーツ, 8バ-ツであったo｣38)

･'L,･,,jflr"Ij･/J-rJ,'jJ･J･車 ir,,晶 ′け11:･,･l-J晶-Jf｡こ･7iI･･L,:LTJI川 J･]･J･･･,lJ-･･Jilt!..A;･,,i:;j,.:･･ijl･,I ･･.JLIM J-y V

巴. 吋cy, ～
r-Lm J-L川JJI.蒜,rLJ:}こ,-,I.::品 !:.=肌.･･ll:L;-iJtj-I,I,:.,;;:jI'll,:,.圭 HlTt.Tl･.･J,)mJ･7LいJJI!品lJr,i.',):itTl.I-LlrL･'=L:..,･]71)‖L!

qJ i/ C_I 2/2/ 1,i/ L/ q T 2J ey i/ L 2ノ e/ o CP eJ
可u打討別は 可uCJ3'7EJuu 阿那 路用F77可7ぜLPはua./cJ㍗1呈J777inmnu7㌢7iJ7m可57u7712J7相 即 の1爺m70)

引

構役の貨幣納化とは別個に,おそらくは貨幣納化のはじまる以前から特定の物産の貢約を命

じられた一群の phraiが制度として存在 していたOこの種の phraiを phraisuaiと称するO

phraisuaiに対 して, 筏役の義務を負った phraiを phraithongmu7yvF'nFJam 31'という｡
y

上納品の内容について,ダムロン親王は,火薬原料 としてのこうもりのふん,弾丸製造用の錫

などをあげているが,｢法典｣からも,二,三の例を 拾 うことが 出来る｡すなわち,｢米,負,

染料, 植物油, 舵,はちみつ｣ (以上 ｢旧勅令｣29),｢チヨンプウ花｣(｢旧勅令｣43,｢錫,

象の飼料用草,級,すおう｣ (｢旧勅令｣48)等 々｡

程役の貨幣納化と共に,こうした suaiの貨幣納化 も進行 した｡上に引用 した ｢旧勅令｣48

は,suaiの現金換算率について興味深い数字をのこしている｡すなわち,

o 2ノ
36) ∩訂3J刑185日Tm 爺nyt7J彰.-p.30.

37) LaLoub主re,ob.cit.,p.361.
38) K.T.S.D.Vol.3,pp.2661267.
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｢錫の suai貢納義務を負 う者が,貨幣でこれを代納 しようとするときほ,sakanlOバ-ツ,

奴隷 5バーツ,象の飼料 とする等の貢納義務を負 う者が,自ら草を刈 って象に与えぬときは,

草代として sakan 9バーツ,kliaklom39) 1人につき6バーツ,奴隷 4.5バーツ, 銀の貢納

義務を負 う者については,1ekdoem sakan40) 8ないし6バーツ,奴隷 1人あたり4および 3

バ-ツ, 1ek naisakan41) 1人 4バーツ,奴隷 1人 2バーツ,すおう木の貢納義務を負う者

については,sakan 7バーツ半,奴隷 3バーツ3/4,雑物の貢納義務者については, さらに低

鶴---｡｣42)

(㌫ 品品お 品 ∩品 品!誠7品 7品 ･n3ndo品や品 言utlmu附汀青uin棚つ耶7品 im 晶m3lrm87 † tl

T,:･LJ晶品端 晶 り笹 品目諭 品 品QJL,,･,nm品 mrJc-:'Elr'llrL,31.,:"[･,… n7… 1-Tlm f.LLF,:･'l
cy q 2,, ( q LJ q ｡ 亡や 2ノ 乙, . 句 と′ 2_′

a寸評別 行剛 比im7討つUと甘uuu LかnL内3J甜n汀 'd∂寸阿7諭せinロ耶nuly72n寸 ynyF)u討./GU阿1即 日7押)u討.JQJ甜73nny7u7寸

t討∩7u附汀Ru鮎umol言m7y円u細評aml耶 比謡うdっyJ7寸品請ぶ7品 7J7甘訂1上品 dっy品寸晶 音別川u抑S
とノI L6/ I uL, i, q I 2/ Iqd

Jとや57imT討那 露 マム討つm沙573Ju7n甜731評言uL的7打つ肌iJ飢即 可 u∂nnつ7uu卵や脚EJ討つuuかむ∩つ7u∂n････-)

これまで全 く範境を異にしていた phraithongmu と phraisuaiとは,揺役 ･物産貢納の

双方の貨幣納化が進行するにつれ,負担額の差が,金額の差として明瞭にあらわれるようにな

った｡すなわち,｢phraithongmuは,代人傭上料 として,年に18バ-ツ,24バ-ツ,28バー

ツ等々,物産の貨幣納より2倍, 3倍, 4倍の高額を負担 しなければならなかった｡｣43)しかも

｢(格役免除証である) tra phum khum ham を所持 していないならば, 勤務を終えて帰郷

し,次の勤務に そなえて仕事を はじめると,(在郷の役人である) kromakan,khwaeng,nai

amphoeなどが様 々の 雑篠に使役するのである｡ こうした事情から phrai(thong)muは,

自立 して官の径役に服することが不可能 となり,息子たちは sakan になると mu を逃げ出 し,

そのため phrailuang は次第に衰微 して行 くのである｡｣44)

(品 晶 品 車 品 緑7品 品 uJL晶 u蒜蒜洞 - 7品 "nmo7言前 句のmo7蒜品川 nn3

--:--I,二･_I::-- 圭 ･- ==,-=･::=-;::I;:::-::I::i:T三:一手∴ :f=一主 三一二王 二･-:.:I:I;-:-:てI-∴∴
i

Fmwn7- rI7品 ∩㌻3Jn7yLL別とm quluao7L抑飢nl彰L877J鵠 1町∩7㌢Lu別 - 別品 - 丁品かy;Lu4∂ヾ ?

adnla'HyV17彰朋諸晶 門3Jrqqr議前責im附17ayr3Jq甘 31411円TW u轟 uu7品 っ∩品 品 qn汀陥 1附 1754i] i7J i7J Fj

誹 晶 品 晶 ∩備 品 協 耶∩粥聖 9歳- 詞晶晶 命q)

1

39) kliaklom とは,人里離れた森の中等に居住する者で, 勧誘をうけて chaomu-の隷属を承諾 し
た者を指す｡

40) lekdoem sakan,leknaisakanは内容不明｡
41) 不詳｡
42) K.T.S.D.Vol.3,pp.266-267.
43) Loc.cit.
44) Loc.cit.
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こうした phraiの,身分の相違に由来する不公平の発生は, 篠役農民である phraithong

mu と物産貢納の義務を負った phraisuaiの問にとどまらなかった｡それは phraithongmu

の 2区分,すなわち ｢公民 phrailuang｣と ｢私民 Somkamlang｣の問にも顕著に 現われ始

め,｢公民｣は,有力者の ｢私民｣ となることによって官の揺役義務を免がれる傾向が高まり,

｢公民｣の数は次第に減少 していったのである｡

｢新勅令｣18につぎの一節がある｡ ｢私民 (leksomkamlang)は,公民 (phrailuang)よ

りも揺役が軽いので,公民は謀をめ ぐらして,登録をすませた奴隷であるなどと偽っては,一

家の者を,揺役の軽い krom - と密かに移すのである｡｣45'

(ほ∩甜3Jnol前mwmFLu7mr7tan晶 関かつ寸晶閃討つ壷ar7u晶ui'7ui晶 ∩7甜an卿 u?r7抑詣 m3J'晶榔
i( 引

1,':I,㍗)･JII,.,,:),";TLII?i/r'lu,.17,II;rJSl･.?,I.=TIm ･'/日,71･li品i..:-1LJ/:,I.･ilI.,;:'i':.jJ-;.･･･一
y y U

｢公民｣層の衰微,すなわち,国王の支配下にある人的資源の枯渇は, ｢私民｣の増大,す

なわち国王の潜在的対抗勢力の伸長を 意味 した｡｢法典｣は, ｢公民｣の ｢私 民｣化と,これ

を防止 しようとする国王側の懸命の努力の記録に満ちている｡たとえば,｢反逆法 (mJ彰てaunl

Fa7邪y7閃im )｣57は,無断で自己の所属する krom を移 した公民,公民と知りつつ,これを手

L狛こ留めた有力者を罪として,つぎのように定めている｡

｢国王の臣民でありながら,お上の勧威光を恐れず,官の揺役に従 う公民を, 自らの僕であ

ると偽ってこれを連れ来 り,あるいは,公民にして,ひそかに, 他の krom に移 り, その僕

となった者あるとき,もし詮議の未,その事実が明らかとなったならば, 4種の刑のいずれか

に処せられる｡｣46)

･rJ:7..～/'J･/7QJ':-I:Ll!.IrJ'.'…1,!'･Ij-I.,,:Ll1,J7品JmこJII:･l･.:･･i/1I,!J7tLI:L諭品 ':･]:I,";I.･J1.;liI'7;II･…TV y

LLJTJll/1日,,,J品 肌 ,,.,".,,～;h･,,晶晶日工誹LJLJ.品7品 .5':-;"抑 1,-日I諭 晶J'I,,i...古 J

d 紺1u)

また公民の確保に熱心な chaomuに対 しては,報賞として,配下の公民の一部を,合法的

に私民とすることを許す奨励措置がとられた｡

｢ひとつ,組頭 (chaomu)にして,官務のために心を砕き,執心に探 し求めては人を自己

の krom に加える努力を惜 しまぬ者ある時は, 官の格役に従 う sakanlO名を得たるときはそ

の内 1名を,20名を得たるときは内2名を, khonsat (訳せば ｢人 ･正直｣すなわち正直な

行為の報賞として賜わった者の意)として,その組頭に下賜される｡｣47)(｢旧勅令｣48)

I:"7rI言晶 轟 りP.･･il;/.=訂'{/.･!… ･?I)･I… J-(',･71.iI...llT･,A;i.}:,ド;･1.i.11JIJ･JiI:lj川･;,亡..IJtqll日,-1.I;ii言jl"r7,tl
iTJFZJ iU

45) K.T.S.D.Vo.

46) K.T.S.D.Vol.
47) K.T.S.D.Vol.

cl叫
2
3
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こうした ｢公民｣の ｢私民｣化防止策は,国王の絶対権力が名 目にとどまり,国王を中心と

する中央集権的官僚制が未成熟の段階にあっては,実効性をもたず,言吾の真正の意味における

｢公民｣が誕生 したのは,結局チユ ラロンコー ン王による官僚機構の整備が完成 した19世紀末

から今世紀の初豆削こかけてのことであった.

Ⅳ お わ り に

以上 ｢三印法典｣を材料 として,アユタヤ末期からラタナコ-シン朝初期にかけての,タイ

の篠役制度の素描を試みて来た｡

三印法典によるかぎり,krom satsadiによる全国公民の一元的支配を, ひとつの 理想型 と

して,そこからの背反 (公民の私民化) とその回避-の努力が,アユタヤ末期からラタナコ-シ

ン初期にかけての王朝史を貫 く-テーマを成す ものと考えられる｡それならば,krom satsadi

は,その成立の当初に おいては,はた して 中央集権的な全国の lek 支配を行ない得たのであ

ろうか｡それとも,全国民を公民 としてその支配下にお くことはあ くまで も,歴代の王朝政府

の悲願に留まり,krom satsadiが有効に機能 したことは, かつてなかったのであろうか｡ 研

究の現段階にあってはいずれとも言い難い｡三印法典その他のアユタヤ史料のより精密な検討

により,なお一層の研究を必要とす る問題であろう.

補 注

1. 本稿脱稿後,コーネル大学留学中の AkinRabibhadana氏より,1968年 6月,同大学大学院に

提出受理された同氏の修士論文 TheorganizationofThaisociety,andtheProcessofchange

intheearlyBangkokPeyiod･の恵贈を受けた.Akin論文は, ｢三印法典｣を縦横に駆使して,

バンコク王朝初期のタイの社会構造とその変化を見事に分析した近来まれに見る力作である｡近 く

CornellDataPaperの1冊として出版されるとの由であるが,未開の境地を拓いた本論文の完成

は,学界を禅益するところ大であろう｡

2. この問題の解明のためには,少なくとも18世紀末までについては,タイ側史料に多くを期待する

ことはできない｡むしろ中国史料を利用しての,タイの対中国朝貢貿易の実証的研究が有効であろ

う｡東洋文庫高崎美佐子氏の論文 ｢18世紀における清タイ交渉史-シャム米貿易の考察を中心とし

て｣『お茶の水史学』10号 (1967)pp･18-32は,漢文史料にもとづき,18世紀における対中国朝貢

貿易を,シャム米輸出の変遷を中心として分析した好論文であり,今後の研究にひとつの指針を与

えるパイオニア･ワークとして高く評価したい｡
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